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釧路湿原で見 られた気象の変化か ら、釧路湿原の保全 ・自然再生の諸課題を考えた。釧路湿原では

5年 前、 自然再生推進法に基づいて自然再生事業が官 ・民の 「協働」で開始されている。今年はその

5年 目の 「点検」の年 となった。 自然再生事業の経過や実態を見ると実効性のある自然再生への市民

参加の実態は乏 しく、官主導の公共土木事業だけが主な事業となっていることが明らかで、自然再生

の原則である流域視点に基づ く自然再生事業は程遠いものとなっているといえる。市民が進めている

森林再生の独 自の取 り組みの中でも自然再生の原則 「順応的管理 と説明責任の原則」が曖昧になって

いることも自ら明 らかに した。

難 はじめに
2010年 釧 路湿原 はまれ に見 る大雪 の なかで新

年 を迎 えた。釧路 ・根室 の太平洋沿岸 は少雪地帯

である ことは知 られてい るが、1月 初 めに積 雪深

が50cmに 及 んだ こ とは この20年 記憶 にない こ

とであ る(写 真1)。 大雪の前兆 は既 に半年前か ら

続 き、2009年 の5月 か ら10月 まで の雨 量 は950

mmに 達 し、雨量 は例年の2倍 近 くなっていたの

で多雨傾 向は冬 も続 いた。 この多雨 は釧路湿原 を

度々冠水 ・水没 させ釧路湿原 に様 々な異変 をもた

らした。多雨 による湿原 の水没 は釧路湿原 自然再

写真1大 雪に埋 もれた釧路湿原・コッタロ(2010年
1月)

生事業の実効性 を問いか ける もの となっている。

翻
2009年 ～2010年 、異常気象と

釧路湿原

IPCC(lntergovernmentalPanelonClimate

Change:気 候変動 に関す る政府間パ ネル)が 指摘

す る地球 の温暖化で、北海 道の気温上昇 と雨量の

増大 を予 測す る科学者 が多 い。2009年 か ら2010

年の釧路湿原 は指摘 そのままの気象が続 き、1月

の大 雪 も湿 った雪 で雨 も混 じった。1月 中旬 に

なって も釧路 の内陸で最低 気温 が氷 点下20度 を

超 える口が無 く 「暖かい冬」 になってい る。

この半年、釧路湿 原は多雨 で度々冠水 し、特 に

標高 の低 い東部地域 の湿原 は水没状態が続 きその

まま結氷期 の12月 を迎 えた。東部地域 は釧路湿原
ぶ とっ うたっ こ

の動脈 としての釧路川 と達古武沼、塘路湖、シラ

ル トロ沼などの湖沼群が南北に連なる地域で、大

雨の影響は東部地域ほど長 く続 き増水による湿原

の水没状態が目に見える地域になっている。

その達古武沼は釧路湿原の下流域 に位置するた

め、増水の影響 ・水没状態が最後まで残 る地点で

ある。達古武沼は国土地理院の15年 ほど前の調査

で最大水深が3mと 記録 されていたが最近 の調

査では1.6mと 記録されるまで水深が低下 ・浅 く

なり、大量の土砂流入があったことを覗わせてい
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る。た びたびアオ コも発生す るな ど水質悪化 も顕

著 になってい る。

釧路湿原の湖 沼は どこも同様 な傾向の中 にあ る

が、達古武沼で は水生植物 の ヒシの分布 が この数

年急速 に広が り、水面の30%前 後で あった従来 の

分布が2008年 には沼全面 に広が った。この事態 は

水面下で生育 す る希少種 を含 む他の水生植物 の減

少や絶滅 が懸念 される ことになる。 このため、環

境省 は達古武沼 の多様性 を確保 す るため2008年

秋 にヒシを部分 的に刈 り取 り ・除去す ることで他

の水生植物 の生育 を促す こ とを目的 とした調査 ・

試験 を開始 した。 開始 時期 の秋 は ヒシの実が 完

熟 ・落下 する時期だ ったので 「ヒシの実 の散布試

験 」とい う声 も聞かれたがその結果が注 目された。

2009年 は初 夏か ら達 古武沼 は例年 にな い増水

が続 き、 いつまでた って もヒシが水面 に葉 を広 げ

ることが無か った。葉 が水面 に出て くる と降雨 に

よる増水 で葉 が水 没 す る こ とが 重 な り生育 で き

ず、昨年 は湖面全体 を覆 っていた ヒシはまば らに

分布 しただ けで秋 にな り、 ヒシの繁茂 は見 られな

か った。「刈 り取 り試験」は どうな ったのか まだ聞

いていない。

2009年 の異 常 な雨量 は ヒシの分布 だ けでな く

水鳥 の利用 に も異変 を もた らした。増水 したまま

秋 を迎 えた達古武沼 は、例年 ピー ク時 に100～200

羽 ほ どのオオハ クチ ョウが利用す るが今秋 は最大

で も10羽 前後、2008年 に1,000羽 近 い飛来 で渡

りの利用が著 し く増加 していた ヒシクイ(亜 種 の

オオ ヒシクイ と見 られる)も50羽 前後 の群 れが飛

来 して も滞留 す ることもな く姿 を消 し閑散 とした

状態 となった。採餌 を観察す る と餌 さの水草が採

れてい る気配が な く水位が高いため水草 まで首が

届かないか、水草 の生育不 良が原 因 と推測 された。

2,000羽 の単位 で姿 を見せ るカワアイサな どの魚

食性 の水鳥 も姿が少な く塘路湖 のワカサギ漁 も不

漁 だった。

釧路 湿原 の異 変 は今 日 に始 まった もの で はな

い、達古武沼の ヒシの異常繁殖や増水 による湿原

の冠水、湖 沼の長期間 の水位上昇な どは釧路湿原

流域 にお ける森林や湿原の 自然破壊 の影響が色濃

い もので、2009年 のように半年 もの間水没状態が

続 くことは無か ったが泥水 を含 む急激 な増水 と減

水 は国立公 園 となった20数 年以 前か ら目立 って

写真2冠 水 した釧路湿原(2009年9月)

いた現象 である。

懸
釧 路 湿 原 自 然 再 生 事 業 の 開 始 か ら

5年 余

釧路湿原は流域からの土砂の流入による堆積で

乾燥化 し、生態系の破壊 と劣化が深刻な問題 に

なっていることが指摘され、「釧路湿原の乾燥化に

よる生態系の破壊 と劣化の防止 ・抑制 ・再生」を

最大のテーマとして2003年11月 に自然再生推進

法(注1)に基づ く釧路湿原自然再生協議会が発足 し

た。2005年3月 には自然再生事業 を具体化す る

「釧路湿原自然再生全体構想」が公表され、再生事

業が本格化した。全体構想では達成状況を5年 ご

とに点検し、10年 で施策を見直すとしている。

自然再生協議会の発足は釧路湿原国立公園が生

態系に深刻な危機 を抱え、「国立公園化で保護さ

れ」なかったことを証明 し警告したものとして役

割を果たしたといえる。全体構想が示されてか ら

5年 経ち事業の点検が必要になったが、「乾燥化」

を防止 ・抑制 し、生態系を回復するという本質的

課題に見るべき結果が生 まれているだろうか。5

年程度の期間で結果 を求めることは無理 もある

が、自然再生の原則的視点に立ち返 り、事業開始

か ら今日までの主な事項を検証してみた。

注1自 然再 生推 進法:失 わ れた 自然環境 を取 り戻 す た め、行 政機 関(事 業 を実施 す る環境 省 ・農水 省 ・国土 交通 省)・

地域 住 民 ・NPO・ 地 方公 共団体 ・専 門家 な どの多様 な主体 の参加 に よ り行 わ れ る 自然 環境(河 川 ・湿 原 ・干潟 ・

森林 な ど)の 保全 ・再 生 ・創 出 な どの 自然再 生事 業 を推進 す るこ とを 目的 に2002年12月 に議 員立 法 で制定 され

た。 自然 再生 事業 実施 で は、事 業 の実施 地域 ご とに関係 す る上 記 の団体 ・個人 を構 成 員 とす る 「自然再生 協 議会 」

が組 織 され 、協議 会 は 自然 再生 全体 構想 の作 成 ・事業 実施 計 画の協 議 ・実施 にかか わ るさ まざ まな連絡 調整 を行

う こと とされて い る。 決定 され た実施 計 画 に基 づ き、 各省 な どの実施 者 が計 両 を実施 す る。

94



熱
釧 路 湿 原 再 生 の テ ー マ と し て の

乾 燥 化 ・土 砂 流 入 ・排 出 源 対 策

3.1森 林破壊・湿原埋め立て、止まらない自然破

壊

釧路湿原の流域地区は100年 ほど前の明治後半

に入植が本格化するまで、主に落葉広葉樹の原生

林 に覆われながら数千年の歴史を刻んできたとい

える。戦前 まではもっぱら人 と馬の力で森林の伐

採などの開発が続けられ材木や薪炭用などでめぼ

しい樹木 は失われていたが、戦後になってブル

ドーザなど重機による農地 ・森林開発が本格的に

始まり、わずか数十年余の間に森林 と湿原の様相

は一変 した。湿原を含む平坦地の森林 は大規模農

地開発によって樹木 を失い、農地に不向きな傾斜

地の丘陵に残っていた自然林 も皆伐され、経済効

率を名目としたカラマツ人工林への樹種転換が政

策的に進み生態系を改変 し今 日に至っている。こ

れらの森林開発では作業道作 りなどにブル ドーザ

が使われ山腹を縦横 に開削す る工事 を伴って実

施、その後放置されるため、水の浸食を受けやす

い火山灰や砂礫が特徴になっている釧路湿原流域

の丘陵地帯から大量の土砂が湿原に向け排出する

こととなった。森林域での自然林の伐採作業 を伴

うこれ らの開発行為は半世紀近い年月の中で綿々

と現在 も続き、作業道の浸食 ・斜面崩落などを招

きなが ら大量の土砂 を湿原に排出している。釧路

湿原に土砂を流入させ乾燥化 を招いた原因行為の

最たるものといえる。

さらに、40年 ほど前から釧路湿原の各地で湿地

を開発 してきた大規模農地開発事業地の農地の多

くが湿地に戻 り、ガマやイグサが育つなど使用で

きなくなり放棄 されている所 もめだっていた。 こ

のため、この数年、各所で農地の再開発事業であ

る 「農地防災事業」が公共事業 として30億 円、60

億円という巨額な費用で進められ、農地内の河川

写真3皆 伐跡地(2009年 撮影、仮監峠)

の改修や農地の客土のための土砂投入 も伴い大規

模 に行なわれている。土砂流入による乾燥化の要

因の一つといえる。

自然再生の視点か らすると湿地に戻った農地は

そのまま湿地 に戻す ことが今 日的な課題 といえ

る。しかし、農地の湿地化は既存の農地を失 う農

家への損失補償など難 しい課題 を抱 えることにな

るが自然再生事業はこれ らの問題 も避 けることな

く積極的な対応が求められる。

現在、流域内で行なわれている湿原を改変する

公共土木事業 は 「聖域」 として自然再生事業対象

か ら基本的に除外 され、従来通 りの土木事業 とし

て進められている。湿原の農地開発では当然、排

水機能を維持しなければ農地 としての維持は不可

能なことか ら河川や明渠(ふ たのない排水溝)に

溜 まる土砂は湿原に排出することが必要で中小河

川の改修 も同時に行なわれている。農地防災事業

は湿原の直接的な破壊行為 となるばか りか土砂の

排出源にもなっている。この中で、農地防災事業

地では 「土砂排出を防止」するという名目で改修

した河川 にコンクリー トの土砂受 け枡 を設置 し

た。この工事 を開発局農地課は自然再生事業に当

たるとした。 しかし、火山灰のような細か く水に

溶けるような土砂の排出をコンクリー トの土砂受

け枡で受け止めることはできるのだろうか。湿原

内に流れ込む細かい土砂は湿原の泥炭や植物 に漉

し取 られ湿原に堆積するのが湿原の乾燥化であ

る。

釧路湿原の南部では湿原を埋め立てなが ら高速

道路建設 も進められている。キタサンショウオの

生息湿地であ り、オジロワシの営巣木 もある地域

で自然再生対象地の流域内の湿原を埋め立ててい

る。「残された自然の保全を優先する」ことを前提

とすべき 「自然再生」協議会はこれ らの事業に沈

黙 している。せめて湿地の埋め立てを止め、ルー

トの変更を求めることの提案 ぐらいをしなくては

自然再生協議会の意味を失うと思えるのだが…。

写真4皆 伐跡地(2007年 撮影、細岡)
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3.2「 旧川復元」という名の河川改修工事

直線化 した釧路川の脇に残っている旧河川に直

線河道を曲げ戻すという土木工事が釧路湿原自然

再生事業の中で予算規模(公 表約9億 円)か らも

最 も注目を集めている事業になっている。「直線河

道はいかにも不 自然」で蛇行 している旧河川に戻

す と 「湿原に流れ込んでくる土砂 も蛇行で抑制で

きる」というのがこの再生事業の理由である。

しかし、流域での土砂の排出源対策をしっか り

と実施するならこの事業の必要性は高 くないとい

える。川を自然な蛇行に再生 ・回復することの意

味は大 きい。 とするなら、直線河道の中で緩やか

に始 まっている蛇行の動 きをわずかな人為 ・受動

的方法で 「手助け」し、自然の力で曲げてい くこ

とでも蛇行は可能と思われる。 この事業では残 さ

れていた旧川の河道を掘削し、沈木を掘 り出し ・

埋め戻し、旧河川 ・三 日月沼の魚類 を捕獲 し追い

出すなど保全すべき自然へのダメージも大 きく新

たな河川改修工事 といえる。森林開発などで上流

域から排出される土砂は止まることはないので土

砂 は今後 どのように湿原に堆積するのか、旧川復

元で周辺の湿原内部 に土砂 を堆積させ乾燥化を促

すことはないのか懸念することは多い。

直線化河道は20年 ほど以前、この直線化部分の

真上に位置する農地の排水を促すために行なわれ

た改修工事で生れた。その農地が排水不良で湿地

に戻 り、現在排水を促す農地防災事業が行なわれ

ている。 これ まで も増水すると農地が冠水 しポン

プ排水が行なわれている湿原地域で、農地防災事

業地が旧川復元事業 によって排水不良 となるなら

農地防災事業も旧川復元事業 も「無駄な公共事業」

として問われかねないものとなるといえる。2010

年2月 、旧川への通水が予定されているが、多雨

傾向の中で直線河道を堰止め旧河道に水を入れる

工事、「旧川復元」の成 り行 きが注目されている。

写真5釧 路川の直線河道(旧 川復元予定地)
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職 釧路湿原自然再生協議会発足の灘
経緯と諸問題

4.1「 検討委員会」から 「自然再生協議会」

釧路湿原では自然再生推進法に基づ く自然再生

協議会が発足する以前に、類似する 「釧路湿原の

河川環境保全に関する検討委員会」が1999年 に北

海道開発庁 によって組織されていた。委員会は学

者・研究者 を中心 とする10人 の委員 と2人 の専門

委員、関係す る行政組織8人 の代表 をオブザー

バーとする委員会 として構成 され、その下に委員

の学者研究者を中心 とする5つ の小委員会(「調査

技術小委員会」・「湿原再生小委員会」・「旧川復元

小委員会」・「土砂流入小委員会」・「湿原利用小委

員会」)が設置されていた。小委員会は開発庁の指

名に基づき構成 され、 この中で市民団体が直接発

言できる場 は湿原利用小委員会だけで他の小委員

会は蚊帳の外であった。開発庁では釧路湿原の国

立公園化後、湿原のほぼ全域 を河川法に基づき遊

水池に指定 し管理権限を強化 していた。そのため、

環境省の施策 と見間違うような 「河川環境保全に

関する検討委員会」を設置 したといえる。この組

織から 「旧川復元事業」などを含む 「釧路湿原の

保全に関する提言と具体策」が公表され、その後、

自然再生推進法が成立 し、2003年11月 に開発庁

の 「検討委員会」は自然再生推進法に基づ く 「自

然再生協議会」に一本化されることになった。

自然再生協議会は開発庁の 「検討委員会」を改

組 し内容 はそのまま引 き継 ぐような形で進 めら

れ、再生協議会に設置 された6小 委員会も 「検討

委員会」に設置されていた土砂流入小委員会、旧

川復元小委員会など土木工事を担う委員会はその

まま引き継がれるものとなっている。両小委員会

とも釧路湿原の乾燥化の原因である土砂流入を抑

制することを大義名分 とした委員会だか、肝心の

土砂の排出源対策についてはその実態を解明し排

出源を特定するなど対策を講 じていく具体的なも

のは無 く 「流域から流れだし湿原を埋めている土

砂を下流域の湿原で受け止める」ための土木工事

等を議論する委員会になっている。

4.2自 然再生協議会の内容

公共事業は官 ・業が主体 となって実施すること

が従来の形であったが自然破壊を伴う 「無駄な公

共事業」に表徴 される幾多の事業への批判の高 ま

りによって、自然再生事業は形 として市民参加 と

公開を原則 として実施される方式となっている。

釧路湿原 自然再生事業 も官 ・民が呼びかけ人にな

り、希望者は誰で も参加できる自然再生協議会が



組織 され(2003年11月)、100人 もの官・業・学・

民の個人 ・団体が名 を連ねた構成員(多 数は官 ・

業 ・学)で 開始された。

釧路湿原自然再生事業では自然再生推進法に基

づき市民が希望するなら誰でも参加できるもの と

なっている。その協議会の中にはテーマ毎に6つ

の小委員会が設置され、構成員は希望でそれぞれ

に所属する仕組みで進められてきた。発足当時は

頻繁に委員会が開催され、時には午前 ・午後 ・夕

方 と数時間の会議が同日に3回 も開催されること

もあった。筆者は無駄な公共事業の 「監視」 と市

民参加が柱 となる自然再生事業を構築 した く市民

団体の役員としてほぼその任を負い参加 したため

疲労 とス トレスまみれの事態 となった。 また、会

議はほぼ平日の開催のため市民参加は限定 された

ものとなり、委員会は官 ・業や学者 ・研究者など

の多数で進められた。だが、市民 も自由に参加で

き公開される形式の委員会は市民を除外してきた

従来方式 を変えた もの として評価できるもので

あった。

自然再生協議会で議論 された内容は開発庁の検

討委員会で提案されていた土木事業が主なものに

なり、行政機関 とコンサルタントや学者 ・研究者

の専門的な意見の議論が多かった。市民 といえば

自然保護活動の知識 ・経験や市民意識の成熟度に

左右され、力量不足 という実態は否めな く議論の

理解によって 「参加」は限定された ものになって

いるといえる。数多 くの委員会にほぼ参加する「梯

子参加」を続けたが とても体力 と知識でついてい

けないものがあり、既にレールが敷かれていた土

木工事 に対 し 「市民参加で事業 を進め、市民が同

意した自然再生事業」 という公共事業のアリバイ

作 りのための 「飾 りに」市民が利用されていると

いう思いも生まれている。

市民が各分野にわたる専門的な知識 を持ち各種

委員会に参加するのは困難なことか ら自然再生協

議会 とその委員会に提案される議案は事前に全て

公開(事 後公開 となっている)し 、特に事業内容

に批判的見解を持つ学者 ・研究者 ・専門家には公

費で委員会に参加を求めるなど市民が客観的に事

業 を判定で きるもの としなければ、従来通 りの

官 ・業 ・学中心の委員会 と実態 として大差ないも

のになり、事業は官 ・業ペースのまま着々と進め

られ市民参加 は形骸化するものとなるといえる。

4.3自 然再生協議会で取り組まれたこと

「自然再生推進法」とこれに基づ く「自然再生基

本方針」では、従来の公共事業の理念や仕組みと

は違 う新たな視点による取 り組みと方向性が示 さ

れている。 しかし、釧路湿原自然再生事業では過

去の仕組(釧 路湿原の河川環境保全に関する検討

委員会)を 継続して自然再生協議会が発足したこ

とや市民の自然保護 に関する意識の未成熟 もあ

り、実際の議論の段階では自然再生の諸原則や基

本方針の理念が曖昧にな り、自然再生事業の原則

(流域視点、順応的管理(注2)等の諸原則)の 内容や

その視点 ・理解が深まらないまま事業が始 まり現

在に至っている。

流域視点の問題

自然再生事業 に取 り組むにあたっては、流域視

点(自 然の生態系的つなが りが存在する地域の範

囲 ・流域)を 明確 にして取 り組むことが法で義務

付けられ、流域の範囲を確定 して事業を進めてい

くことが国際的な指針 にもなっている。

「釧路湿原自然再生全体構想」では自然再生事業

の対象となる流域の範囲を現在の釧路川流域の範

囲 とした。大正年間まで釧路川の支流であり、現

在 も釧路湿原南西部を流れ、釧路湿原の水系につ

ながっている阿寒川流域の湿原を除外 し明確な範

囲 としていないなど、自然再生事業における原則

の 「流域視点」に科学的欠陥を抱えているといえ

る。「全体構想」では 「社会的単位にとらわれず」

生態系に基づき流域全体 を対象に考え、「流域全体

で現状把握を行い、各対策の成果 も流域全体で評

価する」 とその視点を明記 している。 しか し、現

存する阿寒川の流域 と釧路川の流域の湿原は一体

となっている釧路湿原であることは誰が見ても明

らかなのに、阿寒川の流域は再生事業の範囲から

除外されている。この根拠 も点検 されなければな

らない。

湿原乾燥化の原因、土砂の発生源対策の不問

釧路湿原再生事業の開始の大前提で、現在進め

ている土木事業の理由である 「土砂流入による湿

原の乾燥化対策」という問題 について、「どこか ら

どのように土砂が発生 し、流入しているのか」 と

いう 「発生源 とその対策」について科学的調査や

検討、具体的な把握 と対策をとる動きはこの5年

間なかった。

注2順 応 的管 理:未 来 予測 が 困難 な生態 系や 地球 環境 な どの保 持 ・保 存 ・再 生 な どの計 画 におい て、継続 的 な モニ タ

リング(調 査)に よる評価 と検 証 を行 い、随 時計 画 の見直 し と修正 を図 るな ど して進 め る事業 管理 の方 法。適 応

的管 理 と もいわ れ る。

97



再生協議会 に「土砂流入小委員会」が設置され、

それ らしい名称 としているが釧路湿原流域全域で

発生 している土砂の発生源を解明し対策をとる検

討は行なわれることはなかった。この委員会では
く ちょ う

河川(久 著呂川)を 直線化したことで激 しい川底

の浸食が発生 し、土砂が排出したため床固め工事

を自然再生事業 として実施すること、その川の下

流に流下する土砂を湿原で受 け止める工事を検討

することなどの土木事業が議論の中心であった。

釧路湿原の乾燥化の土砂の排出源は湿原流域、

特に丘陵地等からの土砂流入であることが主要因

で、埋め立て も含む各種開発行為にあることも自

明なのだが、その原因行為に迫 り是正 ・再生する

議論はなく、どの委員会からも提案されていない。

旧川復元事業も同様の内容で、旧川を復元するこ

とで上流域から流出してくる土砂 を受 け止め、抑

制効果が期待できる工事なので自然再生事業だ と

して復元の技術論が交わされたが、流下する大量

の土砂対策はほぼ議論されなかった。土砂の排出

源である森林 ・農地は国交省北海道開発局農地課

と農水省林野庁などが担当で、河川を管理する行

政組織 としての国交省北海道開発局治水などは管

轄・「守備範囲」が違 うとして議論の対象にしない

のである。

従来型の縦割 り行政の弊害

自然再生事業 として実施 されている事業 は釧路

湿 原 自然 再 生 協 議 会 の ホーム ペー ジ(http://

www.kushiro-wetland.jp)に 「実施計画」として

掲載 されてい る。 しか し、 これ を見て もどんな事

業 なのか第三 者 に は直 ぐに はわ か らない もの と

なってい るため内容 を簡略化 し担 当行政機関 と団

体 名 を紹介 する。

1)旧 川復 元小委員会:「 茅 沼地 区旧川復元実施

計画」(釧路川の直線化河道 を残 っていた旧川

に曲げ戻す河川改修工事、土砂 を抑制す ると

して いる。国交省北海道開発局釧路 開発建設

部治水課)

2)土 砂 流入小委員会:「 土砂流入対策実施計画」

(農地防災事業 〈農地 の再開発〉の一部事業で

実施 し、農地防災事業 で生 まれ る土砂 を受 け
せつ り

止 める とす る① 「沈砂池工事」、鶴居村雪裡 、
しべちゃ

幌呂地域 と標茶町南標茶地域の農地防災事業

地の工事。国交省釧路開発建設部農地課)②

A.「久著呂川土砂対策事業」(河川改修によっ

て川の流れが速まり河床低下 ・浸食が生まれ

大量の土砂が排出されているため川底を固め

る工事の実施。北海道釧路土木現業所治水)。

B.久 著呂川土砂流入対策 「土砂調整地」事
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業(久 著呂川の流域から排出されてくる土砂

を湿原域の入 り口付近で受 け止 め溜める事

業。国交省釧路開発建設部治水課)

3)森 林再生小委員会:① 「達古武地域 自然再生

実施計画」(達古武沼に面 しているカラマツ人

工林を落葉広葉樹の自然林に再生する事業、

苗畑などを作ったが天然更新や試験的植栽 に

止 まり本格的な森林再生に至 らず、基礎デー

ターの収集に止まっている。一部で作業道な

どの修復 も行なわれている。環境省 ・釧路 自

然環境事務所)、 ②「雷別地区自然再生事業実

施計画」(標茶町雷別地区の国有林内の事業、

過去の トドマツ人工造林の失敗でササ地 と

なった部分を落葉広葉樹の自然林に再生する

事業。エゾシカの被食対策や一部で植栽の実

施。林野庁釧路湿原森林環境保全ふれあいセ

ンター)

行政機関が事業 として進めている主要な再生事

業は上記のようになっている。自然再生事業が具

体的に進んでいる事業の特徴は、土砂流入小委員

会や旧川復元小委員会の事例のように公共事業で

湿原や川を自分で 「壊 して直す」「マッチポンプ」

事業、あるいは上流域の公共事業で生 まれた土砂

を下流域の公共事業で受け止めるという公共事業

の 「キャッチボール事業」となっていることであ

る。森林再生小委員会の事業 も関係官庁の所有管

理地内だけの事業に止 まり自然再生には遠いもの

となっている。

自然再生事業 は各行政機関が個々別々に事業実

施理由を述べ、「やれる所か らやる」(再生事業を

本格的にやれるのは公共事業費を使 える官庁だ

け)と いう展開で始まっているため、先ず手を打

たなければならない農地や森林域などか らの土砂

排出源対策の課題 を担当する行政機関が見当たら

な くなり、縦割 り行政の中で土砂の排出源対策は

無視されるか曖昧にされ、意図的に避 けられるも

のとなった といえる。

縦割 りの行政組織は他分野 ・機関の公共事業に

は口を出さず、問題を指摘することはしない組織

のため、「土砂による湿原の乾燥化」を巧みに 「自

分の工事予算の確保」に利用 しているだけである

としか思えないものになっている。

釧路湿原の自然再生事業は生態系に影響 を与え

る流域内全ての公共事業に視点をあて、事業を再

検討し、自然再生 として優先度の高い土砂の排出

源対策などの仕組みを横断的に構築 し、その事業

に予算を振分けることなどが必要になっている。



羅 自然再生事業と市民参加の諸問題
自然再生事業 は市民参加を柱の一つとして位置

づけている。しかし、釧路湿原自然再生協議会の

具体的展開では市民参加や自然再生の意味が十分

認識されないまま、行政機関が 「本命」 とした土

木事業中心の議論 になっているといえる。

市民参加は自然生態系を適切に維持 ・管理する

ためには地域の自然 と身近に暮す市民が生態系管

理で主体的な役割 を果たす存在 となることが求め

られる仕組みである。「各種公共土木事業が自然破

壊 と無駄な事業の展開 となった ことで日本 の経

済 ・社会の今日的危機 を招いた要因」 との指摘と

批判の中で市民参加はその 「監視人」 としての役

割 も持っている。

釧路湿原自然再生事業の場合、生態系の再生を

求める市民要求 と機運があって開始された もの と

はいえなく、残念ながら 「天(中 央)か ら降って

きた」(ト ップダウン)状態で始 まった。自然再生

の世界的流れの中で日本政府 としても歩調を合わ

せることが求められたようにも見えている。一定

の知見 を持つ人々や自然保護団体の一部などで、

自然再生の準備 は中央 レベルで議論 されていた

が、地方 ・市民レベルでは生物多様性条約や生物

多様性国家戦略など自然再生推進法の土台 となっ

ている文書の存在す ら知っている人は多 くなく、

いまだに私 も含め自然再生のイロハ を正 しく認識

できないまま右往左往しているような状況にある

のが実態である。

釧路湿原 自然再生事業では法の定めで科学的知

見や国際的指針などを参考に 「釧路湿原 自然再生

全体構想」が決められ、自然再生を実施するため

の原則 を示しながら具体的な事業内容 を記載 して

いる。全体構想では、①流域視点の原則、②受動

的再生の原則、③現状の科学的な把握、④明確な

目標設定、⑤順応的管理など10項 目を原則 として

掲げている。今 日、あらためて自然再生の原点 と

なる 「理論」や 「考 え方」を市民が広 く共有する

ための普及 ・啓発活動が必要であり、釧路湿原自

然再生事業 は自ら掲げた10項 目の原則に照 らし

た厳密な点検が求められているといえる。

繍
市民団体トラストサルン釧路の

自然再生事業

6.1環 境省との協働

ナショナル トラス ト(注3)の方法で土地 を取得 し

なが ら釧路湿原の生態系保護活動を進めるNPO

法人 トラス トサルン釧路 も自然再生事業への参加

を呼びかけられ、2002年 冬か ら2006年 までの3

年余、環境省 との協働事業 として自然再生事業を

実施 してきた。2007年 以降は予算不足 という環境

省の理由か ら協働が解消されたがその後 も独 自に

自然再生の努力を続 けている。

環境省 との協働 はトラス トサルン釧路が所有す

る達古武川流域の荒廃地の自然林再生 と隣接する

環境省用地のカラマツ林の自然再生を協働の視点

で目指す ものであった。この再生のため、環境省

の委託で達古武流域の自然に関する科学的知見の

把握のための調査等を実施するとともに生物多様

性 に基づき自然林を再生する地域樹(流 域内)の

種子 を採種 し育苗する事業 に取 り組んで きた。育

苗事業は2002年 冬か ら始め、本格的には2003年

秋の播種か らで2004年 には流域内の多様な樹種

を順調に発芽させた。しかし、育苗箱を使った苗

の生育や発芽に不具合が目立ちだし、2005年 には

枯れ死苗が続出したほか、2006年 までには全滅を

含む多 くの枯れ死苗を作った。原因は苗の生育状

態を 「評価 ・検証」せず順応的管理を怠 り、問題

の指摘 を無視するなど組織的管理 を事実上放置し

たことにあった。

6.2川 頁応的管理と説明責任

育苗事業の中では順応的管理を事実上否定する

意見が市民団体の中で生まれ、2006年 までに育苗

事業の失敗が明確 となった。その後、団体の有志

が独自の努力で育苗事業を全面的に見直 し、苗の

蘇生 と管理 を順応的管理に基づき献身的に進めた

結果、約3万 本 を超える生物多様性 に基づ く苗を

2009年 までに管理し、自然林再生事業における市

民による育苗事業の実効性を担保 し、社会的責任

を果すことになっている。

トラス トサルン釧路の育苗事業では枯れ死苗が

多数生まれているにもかかわ らず育苗手法を見直

す ことを否定し、対策 もとらず放置し全滅や枯れ

死苗を作ったことを 「順応的管理」の視点で正す

注3ナ シ ョナ ル トラス ト(NationalTrust):自 然環 境 な どを開発 に よる破 壊 ・消滅 か ら守 るた め に、 土地 を市 民活 動

な どに よって買 い上 げた り、 自治体 な どに買 い取 りと保 全 を求 め る運 動。!9世 紀末 の イギ リス にお いて歴 史的建

築 物 な どを保護 す るた め に設 立 され た文化 保護 団体 の活 動 を起源 とす る。北 海道 で は1977年 に始 ま り現在 も続 い

てい る知床 半 島の 「100平 方 メ ー トル 運動 の森 ・トラス ト」 が最初 であ る。
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こ とが課題 となっている。 まだ、説明責任 を果た

す に至 っていない。

自然再生事業の全体構想 では 「順応的管理」 を

明確 に してお り、「客観 的で しっか りとした見直 し

を行 なわ ない と 『いい加減 な』管理 になって しま

う危険が あ ります」 ことを指摘 している。 自然再

生 の順応的管理の原則 か らする と トラス トサル ン

釧路 の育苗 は見直 しの指摘が あった にもかかわ ら

ず それ を否定 す るな ど 「いい加減 な」管理 となっ

た ことは否めず、その危惧 は現実の もの となった。

日本生態学会生態系管理専門委員会 の 「自然再

生事業指針」では 「事業計画 と仮説 を見直 すため

の調査結果 は、第三者 によって評価 で きるように

公表 されな ければな らない。計画の前提 に誤 りが

あって も、公表 を控 えてはならない。誤 りを明 ら

か にす ることを含 む情報の開示 は、順応的管理 に

おいて欠かす ことので きない説明責任 である」 と

してい る。

2006年 まで に全滅 を含 む 多 くの枯 れ死 苗 を

作 った ことについて トラス トサル ン釧路 は、 まだ

第三者が評価で きる内容 で公表 していない。説明

責 任 を明確 にす る ことが今 後 の課 題 となってい

る。説明責任 とは自らその内容 を明 らか にす るこ

とである。

現在、市民有志の活動 に よって生物多様性 に準

拠 し自然再生 に供 す ることが できる苗が確保 され

順次植林 されてい る。苗が育苗 されて も植林 する
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費用の捻出、人の参加 という課題や動物 による被

食 という課題 も生 まれ、実効性のある自然林再生

活動を阻害する課題は多い。自然再生の原則に基

づき受動的再生の視点からの植林法を構築する努

力 も必要になっている。

自然再生活動 を自主的に進めているトラス トサ

ルン釧路の活動でも、育苗事業 にみられる原則的

な失敗 を招いていた。2006年 までの失敗は自然再

生事業の諸原則や基本的理念の認識不足、市民活

動の経験不足 ・未成熟によってもたらされた とい

える。自然再生事業で失敗を招かないためには、

今日達 している生物多様性などの基本的な理念や

自然再生事業の原則などの理解が広 く市民レベル

で共有 され普及 ・啓発することも必要になってい

る。

欝 わりに
自然再生事業を実効性のあるものにするには、

現在の縦割 り行政にとらわれない大胆な改革の必

要があると思われる。自然再生協議会は道路、農

地防災、河川改修など流域内で行なわれる公共土

木事業 にも口を出す ことがで きることも必要に

なっている。緊急の課題である 「土砂流入による

乾燥化対策」については、行政の仕組みを超えて

問題の改善 を求め自ら実効的対策 に乗 り出すこと

が可能な包括的な組織の 「流域内土砂排出源対策

委員会」の設置 も必要である。

流域内の公共事業 も大胆 に見直 し、今 日的課題

としての自然再生を優先し、従来型の無駄な公共

土木事業は止め、釧路湿原の自然再生 と地域の暮

らしに密接する仕事作 りの事業を起 こす ことがで

きる 「地域再生協議会」的な役割 も自然再生協議

会に期待 したいと思っている。
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